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厚生労働省健康局結核感染症課 

 

新型コロナウイルス感染症に対する感染管理について 

 

本日（令和２年６月２日）、国立感染症研究所及び国立国際医療研究センター

国際感染症センターが作成した「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理」 

が改定されました。その中では、唾液検体採取を実施する場合の感染予防策等に

ついても記載しておりますので、参考にして頂きますよう、お願いいたします。 

 

 

 （参考） 

○「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理」（2020年６月２日国立感染症

研究所、国立国際医療研究センター国際感染症センター） 

https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-

ncov/2484-idsc/9310-2019-ncov-01.html 

 


